
申
告
相
談
日
程

　
平
成
25
年
分
の
所
得
税
・
住

民
税
・
消
費
税
の
申
告
相
談
を

次
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
実
施
し
ま

す
。
対
象
地
区
の
日
程
に
合
わ

せ
て
お
越
し
く
だ
さ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

　
平
日
の
申
告
相
談
に
来
ら
れ

な
い
方
は
、
２
月
23
日
㊐
と
３

月
８
日
㊏
に
休
日
申
告
相
談
を

行
い
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

申
告
が
必
要
な
方

　
平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
、

小
野
町
に
住
ん
で
い
る
方
で
、

①
平
成
25
年
中
に
給
与
所
得
の 

　
あ
っ
た
方
で
、
給
与
以
外
の

　
所
得
も
あ
っ
た
方

②
平
成
25
年
中
に
農
業
、営
業
、

　
不
動
産
、
配
当
、
譲
渡
な
ど

　
の
所
得
が
あ
っ
た
方

③
医
療
費
控
除
や
社
会
保
険
料

　
控
除（
国
民
健
康
保
険
税
や

　
国
民
年
金
保
険
料
等
）な
ど
、

　
所
得
控
除
を
受
け
る
方

④
初
め
て
住
宅
借
入
金
等
控
除

　
を
受
け
る
方
、
も
し
く
は
年

　
末
調
整
で
住
宅
借
入
金
等
控

　
除
を
受
け
な
か
っ
た
方

申
告
し
な
く
て
も
よ
い
方

①
平
成
25
年
中
の
収
入
が
給
与

の
み
で
、
勤
務
先
か
ら
町
に

「
給
与
支
払
報
告
書
」が
提
出

さ
れ
て
い
る
方（
給
与
支
払

報
告
書
の
提
出
が
な
い
方
は

申
告
が
必
要
で
す
）

②
平
成
25
年
中
の
収
入
が
年
金

　
の
み
で
、
支
払
先
か
ら
町
に

　「
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
」

　
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

③
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
税

　
務
署
に
提
出
さ
れ
た
方

申
告
に
必
要
な
も
の

●
印
鑑

●
通
帳
も
し
く
は
口
座
番
号
の

　
分
か
る
も
の（
申
告
者
ご
本

　
人
の
も
の
）

●
源
泉
徴
収
票
や
、
収
支
内
訳

　
の
明
細
が
分
か
る
も
の（
会

　
計
帳
簿
や
領
収
書
な
ど
）　

●
所
得
控
除
の
証
明
書
や
領
収
証

　（
国
民
年
金
保
険
料
、
生
命

　
保
険
料
、
地
震
保
険
料
な
ど

　
の
証
明
書
、
医
療
費
の
領
収

　
書
な
ど
）

●
心
身
の
障
が
い
が
分
か
る
も

　
の（
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
）

消
費
税
の
申
告
に
つ
い
て

　
平
成
25
年
分
の
所
得
申
告
の

内
容
を
も
と
に
消
費
税
申
告
書

を
作
成
し
ま
す
。
申
告
書
が
完

成
し
た
方
か
ら
電
話
で
ご
連
絡

し
ま
す
。
印
鑑
を
お
持
ち
の
上

来
庁
し
て
く
だ
さ
い
。

農
家
の
皆
さ
ん
へ

◎
青
色
申
告
以
外
の
方
へ

　
申
告
に
は
、
平
成
25
年
分
農

業
経
営
状
況
調
査
票（
集
落
農

政
推
進
協
議
会
長
か
ら
配
布
さ

れ
た
も
の
）に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
お
持
ち
い
た
だ
く
と
、

申
告
相
談
に
か
か
る
時
間
が
短

縮
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

申
告
す
る
前
に

・
領
収
書
・
控
除
証
明
書
・
少

　
額
の
源
泉
徴
収
票（
役
場
か

　
ら
の
組
長
手
当
分
な
ど
）を

　
お
持
ち
に
な
ら
な
い
と
、
お

　
戻
り
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

　
ま
す
。
お
受
け
取
り
に
な
っ

　
た
源
泉
徴
収
票
や
帳
簿
類
は

　
す
べ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

・
申
告
に
は
、
家
庭
の
生
計
内

　
容
な
ど
が
分
か
る
方
が
お
越

　
し
く
だ
さ
い
。

・
地
区
指
定
の
な
い
日
や
相
談

期
間
の
終
盤
は
大
変
混
雑

し
、
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
き

る
だ
け
対
象
地
区
の
日
、
ま

た
は
期
間
の
前
半
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。
な
お
午
前
中
が

混
み
合
う
傾
向
に
あ
り
ま
す

の
で
、
余
裕
を
持
っ
て
お
越

し
く
だ
さ
い
。

・
あ
ら
か
じ
め
収
支
計
算
を

行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

ス
ム
ー
ズ
に
申
告
相
談
が
で

き
ま
す
。
後
に
待
っ
て
い
る

方
の
た
め
に
も
、
収
支
計
算

や
領
収
書
の
整
理
を
行
っ
て

か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
は
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
！

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
っ
て
な
に
？

　
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
は
、
自
宅
や
オ

フ
ィ
ス
、
税
理
士
事
務
所
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

申
告
、
申
請
、
届
け
出
な
ど
が

で
き
る
便
利
な
シ
ス
テ
ム
で
す
。

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
の
メ
リ
ッ
ト

①
添
付
書
類
の
提
出
が
不
要

　
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
確
定
申
告
を

行
っ
た
場
合
、
医
療
費
の
領
収

書
や
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
提
出

や
提
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

申
告
は
お
早
め
に

平
成
25
年
分
所
得
税
・
住
民
税
・
消
費
税
申
告
相
談
の
お
知
ら
せ

問
税
務
課

☎
７
２
―
６
９
３
２
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